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衆
議
院
議
員
近
江
巳
記
夫
君
提
出
昭
和
十
九
年
に
行
わ
れ
た
沖
繩
県
那
覇
区
裁
判
所
嘉
手
納
出
張
所
の
登
記
事

項
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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三 

 
衆
議
院
議
員
近
江
巳
記
夫
君
提
出
昭
和
十
九
年
に
行
わ
れ
た
沖
繩
県
那
覇
区
裁
判
所
嘉
手
納
出
張 

所
の
登
記
事
項
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1
及
び

2 

御
指
摘
の
登
記
文
書
は
、
当
該
土
地
に
つ
い
て
家
督
相
続
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
登
記
が
な
さ
れ

た
際
に
作
成
さ
れ
た
登
記
済
証
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
家
督
相
続
に
よ
る
所
有
権
移
転
の
登
記 

は
、
そ
の
家
督
相
続
開
始
後
、
当
該
土
地
が
そ
の
家
督
相
続
人
か
ら
国
へ
売
り
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
国
へ

の
所
有
権
移
転
の
登
記
手
続
を
す
る
前
提
と
し
て
さ
れ
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
直

ち
に
昭
和
十
九
年
九
月
二
十
日
現
在
に
お
い
て
当
該
土
地
が
個
人
の
所
有
地
で
あ
つ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る

と
は
い
え
な
い
。 

ち
な
み
に
、
宮
古
島
及
び
石
垣
島
の
例
で
も
こ
の
よ
う
な
登
記
が
行
わ
れ
た
後
、
ご
く
短
期
間
の
内
に
国 



二
に
つ
い
て 

3
イ 

御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。 

2 

当
該
土
地
に
つ
い
て
民
間
人
が
土
地
所
有
申
請
を
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
当
該
土
地
は
民
有
地
で
あ

り
、
そ
の
所
有
権
認
定
作
業
の
手
続
に
関
す
る
具
体
的
経
過
に
つ
い
て
は
調
査
の
対
象
に
し
て
い
な
い
の
で

確
認
で
き
な
い
。 

1 

御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。 

3
イ 
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。 

ロ 

御
指
摘
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
読
谷
村
長
か
ら
、
国
有
地
と
し
て
所
有
権
証
明
書
が
交
付
さ
れ
、
米
国

民
政
府
琉
球
財
産
管
理
官
が
国
有
地
と
し
て
管
理
し
て
い
た
が
、
巡
回
裁
判
の
結
果
民
有
地
と
認
定
さ
れ 

ロ 

御
指
摘
の
点
は
確
認
で
き
な
い
。 

に
対
す
る
土
地
の
所
有
権
移
転
の
登
記
が
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

六
九
七
番
の
一
の
地
番
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

ハ 
お
お
む
ね
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。 

ニ 

以
上
の
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
よ
つ
て
も
先
の
提
出
資
料

3
の
「
い
つ
た
ん
国
有
地
と
し
て
証
明
書
が
交
付

さ
れ
た
後
、
巡
回
裁
判
の
結
果
所
有
権
が
民
間
人
に
認
定
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
」
と
い
う
記
述
が
事
実
に

反
す
る
と
は
い
え
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




